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1 仕様書　P.1
3(1)

『政令市を除く』とあるが、これはコンテンツ造成を担
う事業者の所在地に関する条件と理解して良いか。
また、造成したコンテンツを提供・実施する場所につ
いても、『政令市を除く』地域に限定されるのか。

『政令市を除く』とは、コンテンツ造成を担う事業者の所在地、コ
ンテンツを提供・実施する場所のいずれにもかかる条件です。

2 仕様書　P.1
3(1)

「食の王国・福岡」ガストロノミーツーリズム推進事業
と連携を図る際、当該事業では政令市にしか施設が
ないケースがあるが、その場合は政令市の事業者や
コンテンツとなっても差し支えないか。

本事業の対象は、政令市を除く県内の観光関連事業者等やコ
ンテンツを想定しています。「食の王国・福岡」ガストロノミーツー
リズム推進事業との連携案をご提案いただく場合においても、
政令市を除く地域から支援対象事業者やコンテンツを選定してく
ださい。

3 仕様書　P.1
3(1)

次の関連事業の受託者との事前協議は必要か。
・伝統工芸産地のオープンファクトリー化事業
・「食の王国・福岡」ガストロノミーツーリズム推進事業

事前協議は必須ではありません。
委託候補事業者決定後、ご提案いただいたコンテンツ案が当該
事業と連携可能であると判断される場合は、本県と協議の上、
連携方法をご検討いただきます。

4 仕様書　P.2
3(2)

県域DMOである福岡県観光連盟が各国に配置して
いる現地レップとの連携は必須か。また、連携が必要
な場合は、各国における連携先（会社名・組織名等）
の情報を提供いただけるか。

福岡県観光連盟が設置する現地レップとの連携は必須ではあり
ません。委託候補事業者決定後、ご提案いただいた事業内容
が現地レップと連携可能であると判断される場合は、本県と協
議の上、連携方法をご検討いただきます。その際、連携に必要
な情報をご提供いたします。

5 公募要領　P.4
10

２次審査（プレゼンテーション審査）に参加可能な人
数に上限はあるか。

人数に上限はありませんが、概ね１～４名程度を想定していま
す。５名以上が参加される場合は事前にご相談ください。
なお、提案事業者様の一部がオンラインで参加いただいても差
し支えありません。その場合、スクリーン、プロジェクター、HDMI
ケーブルは本県で準備いたしますが、その他の必要な機材や通
信環境については、提案事業者様でご準備ください。

「インバウンド高付加価値旅行推進事業」

質問に対する回答


